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基礎講座修了後、選考された方には実践講座を受講いただき
ます（11月～1月予定、全5日間 計24.5時間）

あなたのチカラを必要としている人がいます

参加者
募集

　地域には認知症や知的障がい・精神障がいなどによって、
生活を自分一人でするには少し不安がある人や、希望とは違う暮らし方をしている人がいます。

その人に合った暮らしを一緒に考え、生活に必要な手続きやお金の管理などご本人を尊重し支援する人、
それが「成年後見人」です。

　その担い手として、いま、身近な地域できめ細かい見守りができる区民のチカラが求められています。

基礎講座の概要はこちら

第1回

くわしい日程・プログラムはチラシ裏面をご覧ください

4月27日木
10 :00-11 :00

第2回 5月10日水
14 :00-15 :00

対　象 ※以下のすべてに該当される方
（1）年齢 20歳からおおむね70歳まで
（2）千代田区内に在住している方
（3）成年後見制度及び高齢者や障がい者に対する
　  福祉活動に理解と熱意がある方

会　場 千代田区社会福祉協議会 かがやきプラザ 1Fひだまりホール
参加費 無　料

日　程 基礎講座
7月上旬～9月下旬　全 7日間（平日昼間）

内　容 法律知識、病気・障がいの理解など（計25時間）



日程 時間 科目 講師／評価者

7月 4日

10：00～ 10：30 開講式・ 
オリエンテーション 社会福祉協議会　職員

10：30～ 11：30 区民後見人からの 
活動報告 区民後見人

13：00～ 15：00 成年後見制度の 
理念と概要 弁護士

7月 20日

9：00～ 10：00 被後見人等への支援の 
基本的な視点 弁護士

10：00～ 12：00 本人を支える制度と 
社会資源 社会福祉士

8月 8日 10：00～ 12：00 専門職後見人からの 
実践レポート 司法書士

8月 21日 9：00～ 12：00

コミュニケーションの 
基礎知識

社会福祉士

コミュニケーション演習

9月 5日
9：00～ 10：00 福祉サービス利用 

支援事業について 社会福祉協議会　職員

10：00～ 12：00 意思決定支援の基礎 弁護士

９月 15日 13：00～ 16：00 事例検討①（基礎演習）
社会福祉士 
弁護士 
司法書士

9月 22日
13：30～ 14：30 効果測定（小テスト等）

14：30～ 15：00 閉講式

日程 時間科目 科目 講師／評価者

7月 1週目～ 
9 月 2週目

2時間 支援のための法律知識 弁護士

2時間 対象者理解（認知症） 大学教授／専門家

2時間 対象者理解（知的障害） 大学教授／専門家

2時間 対象者理解（精神障害） 大学教授／専門家

申込み受付 必着

選考結果通知

養成講座〈基礎講座〉

選　　　考

養成講座〈実践講座〉

最終面談

候補者バンク登録

実習活動など

後見人等候補者として
家庭裁判所へ推薦
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対面科目

オンデマンド科目

プログラム 後見人等に
なるまでの流れ

令和5年度 区民後見人を目指す方のための養成講座＜基礎講座＞


